
城北地区
防災リーダー・防災会役員 研修会

①7.7避難所開設の総括（教訓として活かす取り組み）

②防災力向上の取り組み過程の中間（評価）見直し

③避難所開設・運営業務（組織・役割分担）の具体検討

④今後の活動見通しについて

日 時 平成３０年７月１８日（水）19:00～
場 所 城北地区公民館 ２階 洋間

https://pbs.twimg.com/profile_images/514652976149835776/xnOWDiNg.png


学校が「避難所」となる場合の基本的な考え方
（「鳥取市学校防災・マニュアル」H.29.4.改訂）

災害対策基本法 S.36

職員服務規程第２３・２４条(非常変災）～要旨～ ■職員は原則として勤務校へ参集し、避難所開設業務にあたる。

鳥取市学校防災計画 城北小学校防災計画（施設開放の手順・避難所支援体制）

避難所の開設は市長が決定し、避難所管理者(市職員）が開設・運営を行うが、到着しない場合は、
「学校の管理職」、「連絡担当者」の順で、開設の判断及び避難所運営（補助執行）にあたる。
職員が避難所業務に従事した場合は、服務の一部として取り扱う。

避難所開設要請(鳥取市災害対策本部）

城北小学校：校長
職員を動員して避難所開設に備える

避難住民の自治組織が確立されるように
支援する

城北地区防災対策協議会は
■避難所管理者(市職員）
■城北小学校 職員

が被災し、または、何らかの要因で『避
難所開設・運営業務」が出来ない場合を
想定し、避難所開設業務を明確にして、
自分自身が避難者となった場合に運営業
務に協力できるように備える。



イ 関係機関・地域との連携、避難所運営への協力等
学校が避難所となる場合、教職員は避難所の運営について協力することが必要となるケースが あります。

避難所の運営に協力しつつ、早期に教育活動の再開のための業務に専念できるよう態勢を整えることが重要
です。（事前に関係機関と連携して、避難所運営について基本的役割を確認する。）
（ア）避難所における自治組織確立への支援 災害が発生した場合、避難所が開設された学校においては、
避難住民との共存を図り､円滑な 避難所運営を行っていくことが教育活動の再開にとって重要です。学校は
避難所における避難住民の自治組織が早期に確立されるようにその支援に努めることが重要です。
（イ）地域との連携・協力体制、教育委員会・首長部局との連携・協力体制
学校は、教育委員会や首長部局の防災担当を通じて、地域の公民館、まちづくり協議会、自治会などと非
常時の役割分担について話し合い、地域の自主防災組織の育成・強化などに協力することも重要です。

地域と日常的に連携をとることにより、避難所開設時に地域の防災組織等に避難所運営が円滑に移行し、
結果として、児童生徒の安全確保や教育活動の早期再開に繋がることになります。平 常時のみならず、災
害時も含めて、学校と地域の連携・協力体制の構築を進めていくことが重要 です。

学校防災マニュアル 鳥取県教育委員会（平成２９年３月２８日）

《抜粋》 学校防災マニュアルは、災害発生時に児童生徒の命を守るために教職員が行うべき必要な対
応等をあらかじめ明確化し、全教職員が共通理解を図るとともに・・・・、学校防災マニュアル
の作成、点検、見直し等を行う際には、各市町村の地域防災計画を基本的な枠組み・・・。
学校施設が避難所となる場合、避難所運営は自主防災組織や市町村の防災担当部局等が対応する
ものですが、災害時には、一定期間、教職員が避難所運営を支援する・・・。



７月５日(木）

【改善事項】
・城北防災関係者への情報伝達手段
「城北連絡メール」活用 ＊不可欠

・緊急時の役割の明確化
（市行政と自主防災会）



７月６日(金）

【改善事項】
・ハザードマップと「要支援者マップ」の活用
・現実的に考えた「自主避難場所」の設定
・避難勧告の伝達手段（NHKテロップ？）
・地区防災会長が該当地区に電話連絡？



７月７日(土）

【改善事項】
・防災無線が聞き取れない（町内として対応）
＊要支援者へ『声かけ行動』実施

・避難所支援：城北防災会部員「受付」業務
・出動要請「一斉メール送信」 （部ごと）
・業務起動時の必要物品の調達手順の明確化
・運営責任者との連携（役割の明確化）
・避難所支援者（部員）への配給（飲料水 等）



水害
の場合

想定：千代川 氾濫し堤防決壊

事前に、鳥取市より「避難準備・高齢者等避難開始」発令

城北地区の減災行動

「城北連絡メール」

「防災対策協議会役員」、「町内会長」、「防災リーダー」、「民生
児童委員」、「各町内会から選出された防災部員（情報連絡部・防災部・避
難・救急部・調達部・警備部）

鳥取市指定避難場所：中ノ郷小学校、浜坂小学校 等

住民避難班：「声かけ行動」 ☎電話連絡

町内
会長

■基本的には：「自宅避難」・「鳥取市指定避難所へ避難」

＊緊急避難：「城北小学校避難」を確認し、駐車場指
示（どの段階で、どこに駐車するのか）

「民生
児童委員

となり組

愛の訪問員

「自宅避難」・「鳥取市指定避難所」
「城北小学校避難」の場合
駐車場指示（どの段階で、どこに駐車す
るのか） ＊避難所開設連絡メール

自主避難所 開設班
城北地区防災対策協議会役員
「防災リーダー」・防災部員

駐車場整備
誘導

避難所開設
小学校：多目的室

避難所開設連絡メール避難所開設連絡メール：送信

緊急避難の場所として

避難行動要支援者



城北地区の防災の現状
避難行動要支援者対象リスト

（Ｈ２８，２，１現在）
町（区）名 人数
青葉町１丁目 ４５
青葉町２丁目１区 ３６
青葉町２丁目２区 ３８
青葉町２丁目３区 ４
青葉町３丁目 ６１
田園町３丁目 ７６
田園町４丁目 ７７
田園町４丁目東 １３
松 並 町 １ 区 ２６
松 並 町 ２ 区 ３２
松 並 町 ３ 区 ８
松並町２丁目北 １１４
田 島 ５７
北 町 １６
美 咲 町 ７１
東 秋 里 ５６
秋里タウン西 １００
秋 里 ４６
丸 山 西 ５４
丸 山 町 大 星 ３７
南 城 北 ７５

計 １０4２ 人

【城北地区住民の指定緊急避難場所(屋内)】
名称 所在地 収容人員 適用性

洪水 土砂 地震 津波
城北体育館：丸山町３１０－１ 280人 ○ × ○ ○
地区公民館：田園町4丁目２２３－１ 110人 × ○ × ×
城北小学校：田園町4丁目３２４ 1300人 × ○ ○ ○

【指定避難所】
鳥取市武道館：東町1丁目３２６ 540人
久松小学校：東町２丁目２０１ 1050人

城北地区 指定緊急避難場所(屋内) 

約10000人 1680人分

＊老年人口：2622人

■避難場所の確保〈民間施設との借用協定〉
■住民避難の方法をみんなで理解しておくこと
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災害時 生活支援拠点（避難所）機能を高める取り組みについて
現在、城北地区では、地域の「防災資源」結集に向けて取り組んでいる。
災害時において、身近な「避難場所」である城北小学校・公民館は、災害の危険から逃れ、身の安全を確保す

る場所である。 同時に、在宅避難者を含む城北地区住民10,000人の生活支援拠点ともなる施設である。
ところが、現状はどうか。住民の安全・安心を担保するだけの、減災機能を完備した施設(備蓄)とはいえない。

また、防災組織も十分に機能する状況にない。
そこで、発想を転換し、地域の防災資源を発掘し「減災システムの構築」・「住民の減災意識の醸成」に取り組む

ことにした。「ひと」・「もの」・「つなぐ」の視点から、災害発生時の生活支援拠点機能（避難施設）として、不

足しているものを精査し、優先順位をつけて補完する取り組みである。「ないもの」は「そろえる」、「整備す
る」取り組みである。地域の総力を結集し災害時生活支援拠点としての機能を、より充実させることを目指した。

【具体的な取り組み状況】
【ひと】

■専門的な知識・技能を持った住民を把握する。《防災人材バンクの作成》

【もの】～城北地域に点在する企業等との連携～
■水害時における民間避難場所との応援協定。（垂直避難可能施設：マンション等）

■食料・燃料備蓄対応：食料持参での避難・地域に点在するスーパーマーケット
・燃料（玉谷クリーニング（コインランドリー）・JAいなば燃料センター）との物資応援協定。

■駐車・車内泊・テント泊スペースへの対応：隣接する「真如苑」との協定。＊７月１４日調印締結

【つなぐ】
■防災担当者へ、情報を伝達する手段の構築 ・『城北連絡メール』（BCC)配信
■「一時集合場所（集合）訓練」・「避難行動要支援者（避難誘導）訓練」・「避難所開設訓練」・「防災資機

材使用訓練」・｢炊き出し（ハイゼックス包装食）訓練」の実施（平成30年8月26日《日》）
■避難行動要支援者対策 民生児童委員、社会福祉協議会【「災害時要支援者「見守り」ネット」の整備】



地域の「防災資源」結集に向けて

【目的】災害時の城北地区住民10,000人の生活支援拠点（避難所）の充実
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災害想定訓練の実施 災害想定訓練の実施

地域の関係団体と連携
＊横のつながり

防災対策協議会
民生児童委員
社会福祉協議会
（愛の訪問員・隣組）
婦人の会 等

民間避難場所借用協定

生活物資の調達協定

収容スペース（駐車）借用協定

住民の輸送協定

城北地区避難所運営マニュアル
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地域の関係団体と連携
＊横のつながり

防災対策協議会 民生児童委員協議会
社会福祉協議会（愛の訪問員・となり組）
婦人の会 等

地域の災害弱者対策 民生児童委員協議会
【災害時における要支援者対応】
１）要支援者への緊急情報の伝達と避難誘導 ＊まとめ役

①地震災害発生時の「声かけ行動」を統括：安否確認・避難誘導
＊「支援者」・「となり組」・「愛の訪問員」と連携して実施。

②「避難準備情報」「避難指示・勧告情報等の伝達」
避難の声かけ等 ＊個別伝達

２）災害による被害の拡大防止のための措置の実施 ＊要支援者住居訪問
①身の安全確保、落下危険物等の応急処置 ：二次的被害の防止
②初期消火 ＊必要に応じ、可能な限りの救助・救出活動

３）要支援者の町内支援者の連携（コーディネート） ＊まとめ役
①平時においても、「支援者」・「愛の訪問員」・「となり組」の、
ネットワーク（連携）を機能させて要支援者の見守り活動

（名簿等に基づく見回り）と情報共有等のまとめ役。
４）要支援者支援体制〈本部〉の確立 ＊パイプ役

①城北地区防災対策協議会・行政（福祉保健部）との連絡調整
②安否（避難状況）。
③要支援者の介護用物資・資機材等のニーズを把握し本部に報告。

５）福祉避難所等の受け入れ先の確保 ＊親族・施設との連絡調整
①城北地区の福祉避難所〈幸朋苑〉との連絡調整
②要支援者が普段利用している施設との連絡調整

６）避難・搬送の支援 ＊パイプ役
①避難先等との連絡調整・確保
②可能な限りの避難先への搬送、生命 維持等のための支援体制確立
・応急救護 ・補助器具、車等の手配

７）要支援者のニーズの把握（避難状況） ＊パイプ役
①障がい者用トイレ・畳・マット・間仕切り用パーテーションの確認
②避難場所への配慮（スペース確保） ・障がい種に対応



訓練実施（８月２６日）に関わる 主な日程



避難所開設のイメージ





主な業務時系列



各部の業務内容の検討について

①５部に分かれてグループ協議（総務・防災・避難救急・調達・警備）
■業務内容はこれでよいか？
■業務遂行上の必要物品（具体的に）
・調達手順（どこに置いておいて・いつ・誰が準備して・どこで手渡すか）

②グループ協議の内容を１枚にまとめる
■資料の余白に書き込んでください。
■業務遂行上の必要物品（資料に、具体的に記載してください。）
・調達手順（どこに置いておいて・いつ・誰が準備して・どこで手渡すか）

＊時間設定は全体の時間の経過を勘案して、声をかけさせてもらいます。
短時間で、恐縮ですが、気がつかれたことを書き込んでください。
「城北地区避難所運営マニュアル」作成の参考にさせていただきます。



安全・安心 自信と誇り・夢と希望にみちた城北のまちづくり

天災は防げません。しかし、被害は少なくできます。

みなさんが、城北防災の中心的役割を担っています。

おわり
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